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第６回

京都市崇仁地区将来ビジョン検討委員会

平成22年3月25日
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崇仁地区将来ビジョン案
（全体構成図）

資料２
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◆＜崇仁地区の現状と課題＞

○改良事業の長期化（悪循環）

○地区活力が著しく低下
⇒人口減少と高齢化が進展

◆＜崇仁地区の現状と課題＞
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「京都市同和行政終結後の行政の在り方総
点検委員会」からの提言（H21.3）

崇仁地区将来ビジョン検討委員会の設置（H21.9）

≪４つの検討項目≫

「京都市同和行政終結後の行政の在り方
総点検委員会」からの提言（H21.3）

①崇仁北部地域全体を
視野に入れたビジョン

②余剰地の利活用
③多様な住宅供給

④住宅地区改良事
業の早期完了の
ための事業方策

崇仁北部地域全体を

視野に入れた将来
ビジョンの検討

住宅地区

改良事業の
早期完了
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２ndステージ
～京都のまちづくりに貢献～

＜２１世紀型のビジョン＞広い視点から検討

＜崇仁地区の今日的特性＞

・京都最大の交通ターミナルに隣接

⇒ 発展の可能性大

・京都駅から東山観光エリアへの動線上

⇒ 観光客等の人の誘導が可能

・一定の社会資本や人的資源等が蓄積

⇒ 公共施設等の有効活用

創造都市（ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｼﾃｨ）
文化・芸術のパワーを生かしたまちづくり

＜歴史性（七条通界隈）＞

・

京都の入口（終点。ターミナ
ル）付近は，人々の交流・賑わ
いから，民衆活力が生まれ，新
たな価値・文化が創造された

七条通界隈は，古くは玄関口と
して賑わい，文化や価値を創造
した地域で，
崇仁界隈もその地域的影響下に
あった

創造都市（ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｼﾃｨ）

今後の社会の縮小化

＜今後のまちづくりの方向性＞
○経済一辺倒の暮らしからの転換
（文化や新たな価値観を求める）
○景観や環境に配慮し，人が住む
ことを基本とした持続可能な都市

１stステージ

住宅地区改良事業
を基本とした

これまでのまちづくり

人が住むことを基本
地域内からの視点

（市と地元まちづくり組織
との協動による事業推進）

住宅地区改良事業
を基本とした

これまでのまちづくり

人が住むことを基本
地域内からの視点

下京区基本計画

＜都市計画
マスタープラン＞

＜京都市基本計画＞

＜創造・交流・賑わいのまち＞
～ 人と地域をつなぐまちづくり ～

崇仁地区将来ビジョン
検討委員会の設置

①崇仁北部地域全体を
視野に入れたビジョン

②余剰地の利活用
③多様な住宅供給

将来の地域まちづくり／市街地景観・都市
空間／住宅・コミュニティ
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＜創造・交流・賑わいのまち＞
～ 人と地域をつなぐまちづくり ～

つなぐ

・時間をつなぐ ⇒時空間，歴史性をつなぐ将来のまちづくり
・地域をつなぐ ⇒京都駅などの交通要衝を核に，周辺地域との連続性，京都や日本，

世界と地域をつなぐまちづくり （観光客等の人の誘導）

・人をつなぐ ⇒これまでの行政主導型から，地域住民や周辺住民，事業主，専門的
分野の人材等を広くつないだ主体的な取組（エリア・マネジメント）

＜環境に配慮した魅力
ある景観形成＞
・新景観政策に沿った

まちづくり
・景観規制等に影響の

ある住棟の移転，建
替えを視野に入れた
検討。

・地域資源を生かし，
「歩くまち・京都」総

合交通戦略に沿った
環境整備（高瀬川遊
歩道整備等）

＜多様な住宅供給＞

・誰もが住みやすい住
環境整備による定住
の促進

・魅力ある多様な住宅
の供給による人口流
入の促進（活力ある
人材の確保）

・低炭素社会を実現す
る住宅供給（木質系
材質住宅 平成の京
町家）

土地の
新たな活用の可能性

＜次期京都市基本計画＞＜次期京都市基本計画＞ ＜次期下京区基本計画＞＜次期下京区基本計画＞
反映

＜憧れる機能，施設等の導入
（新たな土地等の利活用）＞

文化創造施設や賑わい・観光振興
施設の導入，民間活力の導入と既
存公共施設の活用，SOHO機能等

＜暫定利用＞
市の施策等のシンボル的施設
（低炭素社会の実現）
⇒ 平成の京町家など

賑わい創設のための活用
⇒ フリーマーケット，野外

ギャラリーなど

≪４つの検討項目
の具体的方向性≫

＜崇仁北部地域全体を視野に入れたビジョン＞

＜憧れる機能，施設等の導入
（新たな土地等の利活用）＞

＜環境に配慮した
魅力ある景観形成＞

＜多様な住宅供給＞
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崇仁地区将来ビジョン検討委員会の設置

④住宅地区改良事業の早期完了のための事業方策

住宅地区改良事業の早期完了の具体的方策

土地の
新たな活用の可能性

（範囲）；崇仁地区北部第３，４地区

土地区画整理事業との
合併施行が最も有効

（数量，公平性の観点から）

○施行者；京都市
○重点地区を設定
（基盤整備のある場所）
○土地区画整理審議会に諮る

事業用地の集約化により
改良住宅建設用地が確保



おわりに

・「創造・交流・賑わいのまち」という新たな方向性を導き出し，誰もに理解さ
れる２１世紀型のオープンなビジョンとしてとりまとめた。

・ビジョンの将来的な実施に当たっては，長期化した改良事業を早期に完了
させることが不可欠であり，その実現手法として区画整理事業との合併施
行が有効である。

・合併施行の導入によって，改良事業は１０年程度の期間に完了を目指す。

・将来ビジョンは，具体的プランの策定のもと，２０年から３０年程度の期間に
完了を目指す。

・京都の玄関口に隣接する崇仁地区は，京都のまちづくりとって非常に重要
であり，京都市と，地元住民の方々等との新たな運営体制を基盤として，
幅広い市民合意のもとでビジョンを実現することが重要である。

・地元の方々等による，まちづくりの推進体制の構築を通して，まちのエリア
マネジメント機能が確立し，将来ビジョンの実現に向けて力強くリードされ
ることを期待する。


